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資料 7. 仮預証

 

 

（№    ） 

仮  預  証 
 

 東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援事業に伴い下記の文化財等を次の事項に基 
づき仮預かり致します。 
 
１．一時保管場所は 名称                        
 
          住所                       とする。 
３．運送・保管等については保険をかけない。 
４．救援作業に際して生じた文化財等の損害は責を負わない。 
５．一時保管の文化財等の引き取りは所有者側の責任で行う。 
 

記 
 
１． 
 
 
 
 

付 
 
 

 平成２３年  月  日 
 

宮城県教育委員会 
東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援委員会 

 

             殿 
 
以上のとおりであることを確認します。 

所有者 氏名                  ㊞ 
              住所 
              電話 




